
◎刑法の一部を改正する法律 
（平成一五年七月一八日法律第一二二号）   

一、提案理由（平成一五年五月九日・衆議院法務委員会） 

○森山国務大臣 刑法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたし

ます。 

 近時、交通の発達により国際的な人の移動が日常化し、日本国外において日本国民が

犯罪の被害に遭う機会がふえ、特に、殺人や誘拐、強盗等の重大な犯罪の被害に遭うこ

とも少なくありません。 

 刑法は、明治四十年の制定当時におきましては、日本国外で日本国民に対して一定の

罪を犯した外国人についても刑法の適用を認める旨の規定を有しておりましたが、昭和

二十二年の刑法改正の際に、当時の諸外国の立法例等を踏まえてこの規定は削除され、

現在に至っております。 

 もとより、日本国民が被害者となった場合であっても、日本国外において行われた犯

罪については、犯罪地国にその犯人の処罰を含めその対応をゆだねることが相当である

場合が多いものと思われますが、日本国外において日本国民が犯罪の被害に遭う機会が

増加している今日、生命、身体等に重大な侵害をもたらすような犯罪の被害を受けた場

合においても、我が国の刑法をおよそ適用できないとすることは、国外にいる日本国民

の保護の見地からも妥当であるとは言いがたく、また、現在では、一定の場合に、自国

民に対して犯罪を行った自国民以外の者の国外犯を処罰することは、諸外国の立法例に

おいても認められるところとなっております。 

 そこで、この法律案は、このような状況を踏まえ、日本国民の保護の観点から、日本

国民が殺人等の生命、身体等に対する一定の重大な犯罪の被害を受けた場合における国

外犯処罰規定の整備を行おうとするものです。 

 この法律案の内容は、日本国外において日本国民に対して強制わいせつ及び強姦の罪、

殺人の罪、傷害の罪、逮捕及び監禁の罪、略取及び誘拐の罪並びに強盗の罪を犯した日

本国民以外の者に刑法を適用することとするとともに、その他所要の規定の整備を行う

ものです。 

 以上が、この法律案の趣旨でございます。 

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、衆議院法務委員長報告（平成一五年五月一五日） 

○山本有二君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、日本国外における日本国民の保護の観点から、日本国民が殺人等の生命、身

体等に対する一定の重大な被害を受けた場合における国外犯処罰規定の整備を行おうと

するものであります。 

 本案は、去る八日本委員会に付託されたもので、翌九日森山法務大臣から提案理由の



説明を聴取し、十三日質疑を行い、これを終局し、採決の結果、全会一致をもって原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院法務委員長報告（平成一五年七月一一日） 

○魚住裕一郎君 ただいま議題となりました刑法の一部を改正する法律案につきまして、

法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、交通の発達により国際的な人の移動が日常化し、日本国外において日本

国民が犯罪の被害に遭う機会が増加している状況等にかんがみ、日本国外における日本

国民の保護の観点から、日本国民が殺人等の生命、身体等に対する一定の重大な犯罪の

被害を受けた場合における国外犯の処罰規定を整備しようとするものであります。 

 委員会におきましては、改正案の提出に至る経緯及びその効果、双方可罰主義、軽い

法の原則等との関係、捜査共助等との総合的対応、通訳制度の充実策等について質疑が

行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 


